
令和５年１月31日

前橋市環境森林課

前橋市地球温暖化防止実行計画
2021-2030

在課１年目職員が自前で作った

令和５年１月31日
明日から取り組める脱炭素アクション！～官民から学ぶ取組の実例～ （第2回）
「地方公共団体実行計画（区域施策編）」を職員のみで策定するためのノウハウについて



前橋市の概要・特徴

太陽光エネルギーの利用に適した気候

▶比較的温暖で年間を通じて降水量が少なく、
日照時間が長い

自動車への強い依存

▶自家用車保有率全国１位（群馬県）

▶運輸部門の排出量の99％が自動車由来

▶人 口 331,771人
▶世帯数 153,544世帯
▶面 積 311.59㎢
▶標 高 最低64ｍ 最高1,823m 

関東平野の北端から赤城山

日本の中央に位置する中核市
2022.12.31現在

前橋市地域公共交通
網形成計画
（2017年３月時点）

※気象庁HPの統計データを基に作成

1



前橋市地球温暖化防止実行計画の沿革

平成14年３月 前橋市地球温暖化防止実行計画（事務事業編） 策定

平成24年３月 前橋市地球温暖化防止実行計画（区域施策編・事務事業編） 策定

令和３年３月 前橋市地球温暖化防止実行計画2021-2030 策定
▶区域施策編（緩和策＋適応策）・事務事業編
▶2050ゼロカーボンシティまえばし

…
…

平成23年度 入庁

平成29年度 政策推進課
令和２年度 環境森林課

…

１年目で実行計画 策定
３年目で実行計画 見直し

１年目で
第七次前橋市総合計画 策定

ちなみに担当は・・・

現在見直し作業中
国の削減目標：26％→46％ベース
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策定スケジュール

日程 概要 主な内容（本計画関連部分）

2020年８月１日
～８月23日

市民アンケート調査

2020年８月18日
第１回前橋市地球温暖化防止実行計画
庁内策定委員会

●前橋市地球温暖化防止実行計画2021-2030の策定体制及び
策定の流れについて

●前橋市地球温暖化防止実行計画（区域施策編・事務事業編）
の現状分析について

●前橋市地球温暖化防止実行計画2021-2030骨子案について

2020年８月27日 第１回前橋市環境審議会
●前橋市地球温暖化防止実行計画（区域施策編・事務事業編）
の現状分析について

●前橋市地球温暖化防止実行計画2021-2030骨子案について

2020年９月25日
～10月７日

前橋市地球温暖化防止実行計画策定に係る
関連施策調査

2020年10月27日
～11月２日

第２回前橋市地球温暖化防止実行計画
庁内策定委員会（書面会議）

●前橋市地球温暖化防止実行計画2021-2030（素案）について

2020年11月５日 第２回前橋市環境審議会 ●前橋市地球温暖化防止実行計画2021-2030（素案）について

2020年12月１日
～12月21日

パブリックコメント

2021年１月８日
～１月18日

第３回前橋市地球温暖化防止実行計画
庁内策定委員会（書面会議）

●前橋市地球温暖化防止実行計画2021-2030（最終案）について

2021年１月20日
～１月28日

第１回前橋市環境基本計画推進委員会
（書面会議）

●前橋市地球温暖化防止実行計画2021-2030（最終案）について

2021年２月２日
～２月12日

第３回前橋市環境審議会（書面会議） ●前橋市地球温暖化防止実行計画2021-2030（最終案）について

2021年３月
前橋市地球温暖化防止実行計画2021-2030
の策定
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策定体制

前橋市環境審議会

上位計画である環境基本計画を審議する機関で
ある環境審議会の下で策定を実施

▶市民代表５人（うち公募３人）、
事業者５人、学識経験者４人、
行政機関1人 ※当時

前橋市環境基本計画推進委員会

前橋市環境基本計画の推進を図るための庁内組織

▶委員長：副市長、副委員長：環境部長
委員：教育長、公営企業管理者、各部長

前橋市地球温暖化防止実行計画庁内策定委員会

地球温暖化対策の積極的な推進を図ることを目的に組織（令和２年４月）

▶委員長：環境森林課長、副委員長：環境政策係長
委員：政策推進課、交通政策課、資産経営課、ごみ減量課、農政課、都市計画課など

主に緩和策に関係する29課室 ※当時

▶そのほか、適応策や事務事業編の一部の取組で関係する課がその都度、外部委員として参加
（職員課、健康増進課など）

▶第１回は全体研修形式で実施し、その後施策調査（後述）を実施

課内体制

係長＋担当２人（いずれも温暖化担当は初）
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骨子案

実行計画の構成案と各章・項目に位置付ける内容の概要をＡ３横３枚で整理。
旧計画や他自治体の目次を参考にしながら、どのような構成が良いか検討し作成。

5



基準年度の温室効果ガスの部門別排出量の
実績に対して、国の地球温暖化対策計画で
示された部門・分野別の2030年度の削減率
を本市の部門ごとに当てはめて設定

削減目標の設定方法

(1) 対策・施策の削減効果の積上げによる設定
(2) 国の計画の目標を踏まえて設定
(3) 都道府県の計画の目標を踏まえて設定
(4) 長期の目標からバックキャストで設定

削減目標の主な設定方法

※ただし、産業部門は将来推計＞国の削減率となったため、
将来推計の削減率を採用
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※地方公共団体実行計画（区域施策編）
策定 ・マニュアル （算定手法編）より

※国の削減目標26％ベース。46％ベースでの目標再設定は現在作業中。



温室効果ガス排出量の推計方法 7

例：家庭部門・業務その他部門・産業部門

【標準的手法】都道府県別按分法 県炭素排出量 × 活動量（市／県）× 44/12

▶炭素排出量：都道府県別エネルギー消費統計の炭素排出量を使用
▶活動量：原則として国の統計（都道府県別、市町村別データのあるもの）を使用
※隔年公表等の場合は、直近の値を使用するなどで対応

市町村における排出量の推計は、活動量（人口、製造品出荷額等）から按分する方法が基本。
このため、実際の排出量と推計結果には乖離が生じてしまう。
一方、推計の精度を求めると、扱うデータ数の増大や事業者への照会（実績値を活用する場合）など、
担当者の負担増大や集計ミスの発生等につながるジレンマ。

温室効果ガス排出量の算定は、あくまで推計
精度の向上よりも簡素化 ⇒ 限られたマンパワー、リソースは実際の取組(緩和策など)に注力

・・・・・・

部門別CO2排出量の現況推計 https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/tools/suikei2.html

運輸部門（自動車）CO2排出量推計データ https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/tools/car.html

活用可能な
推計ツール



施策の体系づくり （市民アンケート）

主に市内の小学校に通う児童を対象に、省エネ行動などに家族で協力して実践しても
らう「まえばし環境家族」を活用してアンケートを実施。
アンケート結果を緩和策（基本施策の体系）や補助メニューの見直しに活用。
○調査対象：市内の小学校に通う児童の各家庭等
○調査方法：市内小学校、各市民サービスセンター等で配付
○調査期間：2020年８月１日～８月23日
○回 答 数：2,285件

※事業者向けアンケートも予定していたが、
新型コロナウイルス感染症第１・２波の影響
により実施できず
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施策・取組の内部調整 （施策調査）

温対法で規定されている施策分野や市民アンケート結果を基にした基本施策の体系案及び
各施策に関係する取組に関して、庁内策定委員会を構成する各課を対象に調査を実施。
○調査期間：2020年９月25日～10月７日

9

①各施策の位置付けの考え方や各課の
どのような取組が該当するかの例を記載
した調査シート作成し、各課に送付。

②各課から提出のあったシートを基に施
策の体系を最終決定。各施策の記載内容
に関して環境森林課にて検討。
※各課から提出のなかった取組に関して
も別途担当課と調整しながら記載。

③素案策定、第２回庁内策定委員会へ。

※そもそもどのような取組を位置付けるべきか
分からない場合は、地方公共団体実行計画（区域
施策編）策定・実施マニュアル（本編）の「温室
効果ガスの削減等に関係のある施策」となり得る
行政計画の例を参考にすると良い。



基本施策ごとに取組の進捗状況や効果を把握するため
の指標を新たに設定
・当時改正前だった温対法第21条第３項への対応を想定
・必ずしも独自に設定する必要なし
（他課の関連計画の目標を引用している施策もあり）

緩和策（基本施策）の構成

スライド８～９のプロセスを経て決定した６つの基本
施策で構成（１施策１ページ）

施策調査の結果等を踏まえ、施策を推進するための主
な取組を記載

なるべく個別具体の事業は記載せず、取組の方向性
レベルの記載を意識

事業内容や工程を具体的に記載しても数年経てば社会状況の
変化や技術革新が起こり、事業も入替えになっている可能性
＝定期的なメンテナンスをしないと計画は形骸化
↓
方向性の記載にとどめておくことで、社会状況の変化や技術
革新などに合わせた事業の機動的な見直し＆推進が可能
具体の事業と効果は、毎年の実績公表時などにあわせて公表

コンセプト
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11再エネ導入に関する目標

エリア別の認定及び導入量（都道府県：A表、市町村：B表） ＋公共施設の非FIT導入容量
※再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 情報公表用ウェブサイトより

【算定方法】
※

【目標設定方法】

発電設備の種別及び容量ごとに直近の増加率及び導入量に影響を与え得る考慮すべき要素
を加味したシナリオを立てて目標を設定。

例：太陽光発電（事業所－10kW以上1,000kW未満）
▶業務部門：基準年度比▲16.3％→▲39.8％（見直し後は▲51％）

▶ZEB：省エネ50％以上＋創エネで100%以上の一次エネルギー消費量の削減することが要件

▶５つのゼロ宣言実現条例：2,000㎡を超える事業所に再エネ設置義務化

▶接続制限、FITの下落：野立て型等比較的大規模な発電所の減少、売電→自家消費（小規模化）

⇒当面は直近よりも大きい割合で増加し続けるが、自家消費型への転換等により鈍化すると予測

脱炭素先行地域や再エネ推進交付金を意識すると緻密かつ野心的な目標設定をしたくなりがちだが、
まずは身の丈に合った方法・対外的に説明できる内容・実績を把握できる範囲で設定することが重要。

ゾーニングを活用した事業検討など、次のステップを踏む段階になってから再エネポテンシャル等を
踏まえた緻密な積み上げや野心的な目標設定に挑戦。

※策定当時は目標設定ツールのようなものがなかったため、上記の方式で設定。
現在は、再生可能エネルギー情報提供システム (REPOS)の再エネ目標設定ツールを活用することで、簡易

に目標を設定することが可能。


